
人 企 ― ６ ４

令和２年１月２９日

人 事 院 事 務 総 長

「人事院規則８―１２（職員の任免）の運用について」の一部改正

について（通知）

「人事院規則８―１２（職員の任免）の運用について（平成２１年３月１８日

人企―５３２）」の一部を下記のとおり改正したので、令和２年２月１４日以降

は、これによってください。

記

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改

正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改 正 後 改 正 前

第１８条関係 第１８条関係

１～６ （略） １～６ （略）

７ この条の第３項の協議は、次 ７ この条の第３項の協議は、次

の各号のいずれかに掲げる場合 の各号のいずれかに掲げる場合

であって、第２５条各号及び第 であって、第２５条各号及び第

３０条第１項各号に掲げる要件 ３０条第１項各号に掲げる要件



を満たしている者と同等と認め を満たしている者と同等と認め

られる者（第２５条各号並びに られる者（第２５条各号並びに

同項第２号及び第３号に掲げる 同項第２号及び第３号に掲げる

要件を満たしている者と同等と 要件を満たしている者と同等と

認められる者であって、同項第 認められる者であって、同項第

１号に掲げる要件を満たしてい １号に掲げる要件を満たしてい

る者と同等と認められないもの る者と同等と認められないもの

にあっては、第１９条に規定す にあっては、第１９条に規定す

る官職に係る能力及び適性（以 る官職に係る能力及び適性（以

下「官職に係る能力及び適性」 下「官職に係る能力及び適性」

という。）の有無を的確に判定 という。）の有無を的確に判定

し得る複数の者によって構成さ し得る複数の者によって構成さ

れる選考委員会が第３１条関係 れる選考委員会が第３１条関係

第３項各号に掲げる要件を満た 第３項各号に掲げる要件を満た

すと認める者）を採用するとき すと認める者）を採用するとき

には要しないものとする。 には要しないものとする。

一 特別職に属する職、地方公 一 特別職に属する職、地方公

務員の職、沖縄振興開発金融 務員の職、沖縄振興開発金融

公庫に属する職若しくは人事 公庫に属する職若しくは人事

院規則１２―０第９条各号に 院規則１２―０第９条各号に

掲げる法人に属する職（第２ 掲げる法人に属する職（第２

５条関係第３項及び第３２条 ５条関係第３項及び第３２条

関係第１項第１号において「 関係第１項第１号において「

特別職に属する職等」という 特別職に属する職等」という

。）に現に正式に就いている 。）に現に正式に就いている

者又は港湾法（昭和２５年法 者又は民間資金等の活用によ



律第２１８号）第４３条の２ る公共施設等の整備等の促進

９第１項若しくは民間資金等 に関する法律（平成１１年法

の活用による公共施設等の整 律第１１７号）第７８条第１

備等の促進に関する法律（平 項に規定する国派遣職員（第

成１１年法律第１１７号）第 ２５条関係第３項及び第３２

７８条第１項に規定する国派 条関係第１項第１号において

遣職員（第２５条関係第３項 単に「国派遣職員」という。

及び第３２条関係第１項第１ ）を採用する場合

号において単に「国派遣職員

」という。）を採用する場合

二 （略） 二 （略）

８～１０ （略） ８～１０ （略）

以 上


